
国保からのお知らせ

12月は国民健康保険（国保）制度の適用適正化月間です

問い合わせ先　住民課 国民健康保険係　☎ 932-1467（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線109）

国
保
は
、74
歳
ま
で
の
人
で
健
康
保
険（
健
康
保
険
、共
済・船
員
保
険
も
含
む
）の
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

被
扶
養
者
、生
活
保
護
受
給
者
を
除
く
、す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。　

国
保
資
格
の
適
正
な
適
用
に
つ
い
て
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
保
に
加
入
す
る
人 

　
74
歳
以
下
の
人
で
、次
に
該
当
す
る
人
以
外
は
、国
保
に

加
入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◦ 

職
場
の
健
康
保
険（
健
康
保
険
組
合
や
共
済
組
合
な
ど
）

に
加
入
し
て
い
る
人

◦ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

◦
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
人

国
保
に
加
入
す
る
主
な
事
由
と
必
要
な
も
の 

◦
転
入
し
て
き
た
と
き

　
→
転
入
前
の
市
区
町
村
の
転
出
証
明
書

◦
社
会
保
険
な
ど
か
ら
脱
退
し
た
と
き

　
→
資
格
喪
失
証
明
書

◦
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

　
→
生
活
保
護
廃
止
決
定
通
知
書

　
※ 

届
け
出
時
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
ま
た
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
と
本
人
確
認
書
類
）を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

国
保
か
ら
脱
退
す
る
主
な
事
由
と
必
要
な
も
の

◦
転
出
す
る
と
き

　
→
被
保
険
者
証

◦
社
会
保
険
な
ど
に
加
入（
扶
養
を
含
む
）し
た
と
き

　
→ 

職
場
の
健
康
保
険
の
保
険
証（
未
交
付
の
場
合
は
、加

入
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
）

◦
生
活
保
護
を
受
け
た
と
き

　
→
生
活
保
護
開
始
決
定
通
知
書

届
け
出
は
忘
れ
ず
に 

　
社
会
保
険
な
ど
に
新
た
に
加
入
ま
た
は
社
会
保
険
な
ど

か
ら
脱
退
し
た
場
合
、
14
日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
場
合

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
新
し
く
加
入
し
た
健
康
保
険
の

保
険
料
と
二
重
に
支
払
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
届
け
出
の
際
に
国
保
保
険
税
の
再
算
定
を
行
い
、
払
い

す
ぎ
て
い
る
場
合
は
、保
険
税
の
還
付
を
行
い
ま
す
。

社
会
保
険
な
ど
か
ら
脱
退
し
た
場
合

　
国
保
は
、
社
会
保
険
の
資
格
喪
失
日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
加
入
し
ま
す
。
国
保
税
は
、
加
入
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
賦
課
さ
れ
ま
す
。

社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す 

　
同
じ
世
帯
に
社
会
保
険
の
加
入
者
が
い
る
場
合
、
被
扶

養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
要
件
に
心
当
た
り
が
あ
る
人
は
、
扶
養
認
定
が
で

き
る
か
ど
う
か
、お
勤
め
先
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

被
扶
養
者
の
要
件
と
範
囲

　
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
は
、
主
と
し
て
被
保
険
者
の
収

入
で
生
計
を
維
持
し
て
い
る
人
で
、
次
の
要
件
に
該
当
す

る
人
で
す
。

❶
被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
人

　 

配
偶
者（
内
縁
関
係
も
含
む
）、父
母
、祖
父
母
な
ど
の
直

系
尊
属
、子
、孫
お
よ
び
兄
弟
姉
妹

❷
被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
の
人

　 

兄
姉
、伯
叔
父
母
、甥
姪
な
ど
と
そ
の
配
偶
者
、配
偶
者

の
父
母
や
子
な
ど
３
親
等
内
の
親
族
、
内
縁
関
係
の
配

偶
者
の
父
母
と
子
、孫
、弟
妹
の
配
偶
者
、内
縁
関
係
の

配
偶
者
死
亡
後
の
父
母
と
子

被
扶
養
者
の
年
収
の
目
安

❶�

年
収
１
３
０
万
円
未
満
で
、
扶
養
す
る
人
の
年
収
の
半

分
未
満
で
あ
る
こ
と

❷�

60
歳
以
上
ま
た
は
一
定
の
障
が
い
者
の
場
合
は
、

１
８
０
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と

※ 

給
与
や
年
金
、
失
業
保
険
な
ど
す
べ
て
の
収
入
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

所
得
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

　
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
を
し
な
い
と
、
国
保
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

り
、
医
療
費
の
限
度
額
認
定
申
請
時
の
判
定
が
正
し
く
で
き

な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、始
め
ま
せ
ん
か

　
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制（
特
定
の
医
薬
品
の
購
入

額
の
所
得
控
除
制
度
）と
は
特
定
の
О
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を
年
間
で

１
万
２
千
円
を
超
え
て
購
入
し
た
際
に
、超
え
た
金
額（
上
限

８
万
８
千
円
、生
計
を
一
に
し
て
い
る
家
族
の
分
も
含
む
）に

つ
い
て
確
定
申
告
に
よ
り
所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
し
く
み

で
す
。
な
お
、所
得
税
や
住
民
税
を
納
め
て
い
て
、健
康
維
持

増
進
お
よ
び
疾
病
予
防
へ
の
取
り
組
み
を
し
た
人
が
対
象
で

す
。

※ 

薬
局
な
ど
で
О
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
を

購
入
し
た
際
の
レ
シ
ー
ト
や
領

収
書
は
捨
て
ず
に
保
管
を
！

※ 

従
来
の
医
療
費
控
除
と
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

は
選
択
制
と
な
り
、併
用
で
き

ま
せ
ん
。

対象のOTD医薬品の多くには
パッケージに識別マークがつ
いています
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問 子ども教育課　☎ 687-1594（ダイヤルイン）
　　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線274）

　須恵町では、住民登録をしている住所（行政区）に
より、就学する小中学校を指定しています。しかし、
特別な理由などで変更を希望する場合は、申請によ
り学校を変更することができます。
　この度、この申請の受け付けを行います。変更を
希望する人は、必ず期間内に申請を行なってくださ
い。
　特に、来年4月に新小学1年生・新中学1年生にな
る人は、新入学などの準備もありますので、受付期
間に必ず申請してください。なお、申請されても変
更が認められない場合もありますので、ご了承くだ
さい。
　この申請結果は、令和4年2月中旬までにご自宅
に郵送で通知します。
※ 来年新小学1年生・新中学1年生を迎える保護者宛

てに、1月上旬ごろ入学通知書を送付予定です。
1月末になっても手元に届かない場合はご連絡く
ださい。

▶ 受付期間
  令和4年1月6日（木）〜19日（水）
　8時30分〜17時15分（土曜・日曜・祝日を除く）
※令和4年1月19日（水）は夜間役場のため20時ま
で受け付け
▶ 持ってくるもの　印鑑（認印）
▶ 申請先　子ども教育課　２階窓口

小・中学校の指定学校
変更申請について

問 住民課　☎ 932-1467（ダイヤルイン）
　　　　　 ☎ 932-1151（内線116）

　70歳到達予定者のための医療制度説明会および
後期高齢者医療制度説明会を次のとおり行います。
▶ 日　時　12月23日（木）
 70歳到達予定者のための医療制度説明会 10時〜
 後期高齢者医療説明会 11時〜
▶ 場　所　保健センター　1階
▶ 対象者
 70歳到達予定者のための医療制度説明会
 （国民健康保険加入者のみ）
 昭和26年12月2日〜昭和27年1月1日生まれの人
 後期高齢者医療説明会
 昭和22年1月1日〜昭和22年1月31日生まれの人

70歳到達予定者および後期高齢者のための
医療制度説明会のお知らせ

問 まちづくり課　☎ 932-1153（ダイヤルイン）
　　　　　　　　 ☎ 932-1151（内線345）

　令和4・5年の競争入札参加資格審査申請（建設工
事等、測量･建設コンサルタント等、物品製造等）を
行います。詳しくは、須恵町ホームページをご覧く
ださい。

▼  受付期間
　 令和4年1月5日（水）〜令和4年1月28日（金）まで

▼  資格の有効期間
　 令和4年4月1日〜令和6年3月31日まで（2年間）

▼  申請要領および様式
　  須恵町ホームページよりダウンロードしてくだ

さい。

▼  申請方法
　 インターネットで申請後、指定書類のみ郵送
　 （令和4年1月28日（金）消印有効）

令和4・5年度　競争入札
参加資格審査申請の受付について

問 税務課　☎ 932-1495（ダイヤルイン）
　 　　　　☎ 932-1151（内線132・133）

　令和3年12月27日（月）に納付期限をむか
える町税があります。
　町税の納付書の裏面に記載している納付場所（須
恵町役場、金融機関、コンビニエンスストアなど）
や、キャッシュレス決済（PayPay、LINE Payなど）
で納付が可能です。
　また、振替口座の登録がある人は、納付期限当日
に、登録されている口座から、該当町税分の金額の
引き落としがあります。預金残高にご注意いただ
きますようお願いします。

▼  対象の税目　 国民健康保険税　7期分

町税の納付忘れにご注意ください

問 社会教育課　☎ 934-0030

　12月20日（月）は停電検査のため、アザレアホー
ルを8時～17時までの間､ 完全休館いたします。
　館内には一切立ち入りができませんのでご了承く
ださい。

●   12月20日（月）は、窓口を閉鎖しますので、申請
受付も行いません。ご迷惑をおかけしますが、
ご了承ください。

●   当館管理施設の定期利用団体は、鍵の受け取りお
よび返却が通常と異なりますのでご注意ください。

アザレアホール完全休館の
お知らせ
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役場からのインフォメーション i

　問…問い合わせ先　


